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地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

事業イメージ

① 地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
地域のCO2削減目標や再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ目標、目標達成に必
要となる意欲的な脱炭素の取組、施策の実施方法や体制構築等の検討に関する調査
等を支援するとともに、これらを踏まえた計画策定を支援する。

② 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
公共施設等における太陽光発電設備等の発電量調査や日射量調査、屋根・土地形状
等の把握、現地調査等、太陽光発電その他の再エネ設備の導入に向けた調査検討を
支援する。

③ 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援
地域再エネ事業の事業スキーム、事業性、事業体（地域新電力等）設立に必要とな
るシステム構築、事業運営体制構築や、地域脱炭素及び地域経済循環に資する多様
な事業への多角化に必要な予備的実地調査等を支援する。

④ 再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援
再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の取組（地域の特性に応じた適正な
環境配慮に係る情報収集、自然環境等調査、マップ作成）を支援する。

⑤ 再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援
   再エネ促進区域等において地域共生型再エネ設備を導入するに当たっての調査検討
を支援する。

「地球温暖化対策推進法」、「地球温暖化対策計画」及び「GX推進戦略」等に基づき、2050年脱炭素社会の実現に向け、
地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する計画策定、再エネの導入調査、官民
連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニングを支援することで、地
域における再エネの最大限導入を図る。

地域の再エネ目標・脱炭素事業の検討や再エネ促進区域設定に向けたゾーニングの実施による計画策定等を支援します。

【令和５年度補正予算（案）1,885百万円】

■補助対象

間接補助 補助率 ①3/4、2/3 ②④3/4 ③2/3、1/2、1/3 ⑤1/2
上限 ①②⑤800万円、③2,000万円、④2,500万円

お問合せ先： 環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109

令和５年度

①④地方公共団体 ②地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）
③地方公共団体、民間事業者・団体等 ⑤民間事業者・団体等

現状

目標

出典:長野県ゼロカーボン戦略

①計画策定支援

計画的・段階的な脱炭素への取組へ

②公共施設等への再
エネ導入調査支援

③体制構築支援

✓ 公共施設等への再
エネ導入可能量調
査等

✓ 地域再エネ事
業の実施・運
営体制の構築

④⑤地域共生型再エネの導入促進

✓ 再エネ促進区域の設
定等に向けたゾーニ
ング

✓ 地域が望む再エネ事
業の導入調査



2. 事業内容

3. 事業スキーム
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4. 支援対象

お問合せ先：

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

間接補助

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年12月11日閣議決定）における「災害時に役立つ避難施設防災拠
点の再エネ・蓄エネ設備に関する対策」として、また、地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）に基づく取組として、
地方公共団体における公共施設への再生可能エネルギーの率先導入を実施することにより、地域のレジリエンス（災害等に対する
強靱性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

災害・停電時に公共施設へエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。

【令和５年度補正予算（案） 2,000百万円】

地方公共団体

令和５年度

■補助対象

災害時に避難施設として機能
を発揮する市役所庁舎へ太陽
光発電設備・蓄電池・高効率
空調機器を導入。

公立病院へCGS・地中熱利用
設備・高効率照明機器を導入。

地域のレジリエンス
強化・脱炭素化の取組例

市役所

公立病院

平時にはクーリングシェル
ターとしても活用。

○地域防災計画により災害時に避難施設等
として位置付けられた公共施設

○業務継続計画により、災害等発生時に
業務を維持するべき公共施設

・再エネ設備
・蓄電池
・CGS
・省CO2設備
・未利用エネルギー
設備等

導入

PPA・リース・エネルギーサービス事業で地方公共団体と共同
申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

公共施設※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、
災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。

①（設備導入事業）再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コジェネ
レーションシステム（CGS）及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営
線、熱導管等）並びに省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導
入する費用の一部を補助。

②（詳細設計等事業）再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う
 事業の費用の一部を補助。

※１ 地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設、又は業
務継続計画により災害等発生時に業務を維持するべき公共施設（例：防災拠点・
避難施設・広域防災拠点・代替庁舎など）に限る。

※2 蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と
セットで外部給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

※ 都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

①都道府県・指定都市：1/3、市区町村（太陽光発電又はCGS）：1/2、市区町村
（地中熱、バイオマス熱等）及び離島：2/3、②1/2（上限：500万円/件）

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話：03-5501-3155
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お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
（一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業

• オンサイトPPA等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入・価格低減を進め、ストレージパリティの達成を目指す。

• 新たな手法による再エネ導入・価格低減により、地域の再エネポテンシャルの有効活用を図る。

• デマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整力）の確保により、変動性再エネに対する柔軟性を確保する。

民間企業等による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進し、再エネ主力化とレジリエンス強化を図ります。

【令和５年度補正予算（案） 8,211百万円】

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

（１）ストレージパリティ達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

（２）新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

（３）再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

（４）離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業

（５）平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル

創出事業

（６）データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

＊ストレージパリティとは太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池
を導入した方が経済的メリットがある状態のこと

＊EV・PHVについては（１）（２）（３）（４）（５）のメニューにおいて、通信・制御機器、
充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEV・PHVに従来車から買換えする場合に
限り、蓄電容量の1/2(電気事業法上の離島は2/3)×4万円/kWh補助する。（上限あり）

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

（１）ストレージパリティ達成に向けた太陽光発電設備等の導入

需要家（企業等） 発電事業者

太陽光パネル等
設置・運用・保守

電気利用料

（２）新たな手法による再エネ導入

営農型太陽光（ソーラーシェアリング） ため池太陽光

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入
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3. 事業スキーム

1. 事業目的
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■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（１）ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（経済産業省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（太陽光発電設備：定額、蓄電池：定額（上限：補助対象経費の1/3））

• 初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進し

ながらストレージパリティを達成し、我が国の再エネの最大限導入と防災性強化を図る。

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

自家消費型の太陽光発電は、建物でのCO2削減に加え、停電時の電力使用を可能とし
て防災性向上にもつながり、（電力をその場で消費する形態のため）電力系統への負
荷も低減できる。また、蓄電池も活用することで、それらの効果を高めることができ
る。さらに、需要家が初期費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオンサイ
トPPAという新たなサービスも出てきている。

本事業では、初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を
通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ
（太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が
経済的メリットがある状態）の達成を目指す。

【補助】業務用施設・産業用施設・集合住宅・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電
設備・蓄電池（車載型蓄電池を含む）の導入支援を行う。

※蓄電池（V2H充放電設備含む）導入は必須
※太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る（戸建住宅は除く）

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（民間企業等） 発電事業者

太陽光パネル等
設置・運用・保守

電気利用料

太陽光発電設備の補助額

業務用施設 産業用施設 集合住宅 戸建住宅

PPA
リース

５万円/kW ７万円/kW

購入 ４万円/kW －

＊新規で太陽光発電を導入する場合に限り、定置用蓄電池単体での補助も行う。
＊EV・PHV（外部給電可能なものに限る）をV2H充放電設備とセットで購入する
場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）
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■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（２）新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業（一部 農林水産省・経済産業省 連携事業）（1/2）

事業イメージ

①～③：間接補助事業（補助率：1/3、1/2、3/5）

• 地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、新たな手法による太陽光発電の導入・価格

低減を促進する。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業（補助率：1/3）
駐車場を活用した太陽光発電（ソーラーカーポート）について、コスト要件（※）
を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。

②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業（補助率：1/2）
営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、コスト要件（※）
を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。

③窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業（補助率：3/5、1/2）
住宅・建築物の再エネポテンシャルを最大限引き出し、太陽光発電設備の導入を促
進するため、窓、壁等の建材と一体型の太陽光発電設備の導入を支援する。

駐車場太陽光（ソーラーカーポート） 建材一体型太陽光発電

※①②コスト要件

本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載

されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結

果を踏まえて設定した値を下回るものに限る。

営農型太陽光（ソーラーシェアリング） ため池太陽光



2. 事業内容
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1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（２）新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業（2/2）

事業イメージ

④⑤：間接補助事業（計画策定：3/4、設備等導入：1/3、1/2、2/3）

• 地域の特性に応じた、再エネ熱・未利用熱利用、太陽光発電以外の自家消費型再エネ発電等を支援。

• 2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、民生部門電力ゼロに加えた先行モデルとして、熱分野でのCO2ゼロに向けたモ

デル創出や寒冷地という脱炭素化の難しい地域でのモデル創出を支援し、熱の脱炭素化を推進する。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

④再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業（補助率：3/4、1/3、1/2）
地域の特性に応じた、再エネ熱利用、未利用熱利用（工場廃熱等）、自家消費型再
エネ発電（太陽光発電除く）等について、コスト要件（※）を満たす場合に、計画
策定・設備等導入支援を行う（温泉熱の有効活用のための設備改修含む）。

⑤熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業地域（補助率：3/4、2/3）
地域の再エネ電気・再エネ熱・未利用熱等を活用した、(a)熱分野でのCO2ゼロに
向けたモデル、(b)寒冷地での脱炭素化のモデル、のいずれかに該当する先行的な
取組について、その計画策定や設備等導入を支援する。

※④コスト要件

（熱利用）：当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト（※過年

度の環境省補助事業のデータ等に基づく）より一定以上低いものに限る。

（発電）：本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の

意見に掲載されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に

係る調査結果を踏まえて設定した値を下回るものに限る。

太陽光 バイオマス

温泉熱 工場廃熱

熱分野＆寒冷地の脱炭素化へ

再エネ等の地域資源の例



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（３）再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率：① 1/2、② 1/3*、③ 3/4、1/3、1/4）

• 変動性再エネ（太陽光・風力）の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整力）の創出に
向け、オフサイトから運転制御が可能であり、平時のエネマネや省CO2化を行う需要側設備等の導入支援を行う。再エネの出
力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入支援を行う。

• また、通信ネットワーク化し、遠隔調光等が可能なスマート街路灯等の導入支援等を行う。

デマンド・サイド・フレキシビリティの創出に向けた需要側の運転制御可能な省CO2型需要側設備等を支援します。

民間事業者・団体・地方公共団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

①オフサイトから運転制御可能な需要家側の設備・システム等導入支援事業
オフサイトから運転制御可能で平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等（充
放電設備又は充電設備、蓄電池、車載型蓄電池＊、蓄熱槽、ヒートポンプ、コジェネ、EMS、通信・
遠隔制御機器、自営線、熱導管等）を整備し、遠隔制御実績等を報告できる事業者に対し支援を行う。
補助対象機器は、実用段階のものに限る。（実証段階のものは対象外）

＊通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEV・PHVに従来車から買換えする場合に限る（上限あり）

②再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・シス
テム等導入支援事業
再エネ出力抑制の低減のための、再エネ発電事業者によるオフサイトから運転制御可能な発電側の設
備・システム等を支援する。

③屋外照明のスマート化・ゼロエミッション化モデル事業
スマート街路灯（通信ネットワーク化し、遠隔調光等が可能なLED街路灯）やソーラー街路灯（太陽
光発電設備及び蓄電池と一体となり、電力系統に接続されていないLED街路灯）について、計画策定
や設備等導入支援を行う。また、スマート街路灯には日射計等を取り付け、地域の需給調整力の向上
に必要な日射量等の気象データを収集する。

オフサイトから運転制御可能な需要側設備(①)や再エネ発電設備(②)

需要側設備設置者

電力需給や
需要に応じた
利用の増減

通信・制御機器

再エネ設備設置者

通信・制御機器

制御可能な需要側
省CO2設備

運転制御を行う者

＊電気事業法上の離島は1/2



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（４）離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定：3/4、設備等導入：2/3）

• 離島において、太陽光発電をはじめとした再エネ設備や需要側設備の群単位の管理・制御技術を社会実装しながら、離島全体

での再エネ自給率の向上を図る。

再エネ設備等の群単位での制御や社会的受容性の高いビジネスモデル構築により、離島等における再エネ主力化を目指します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

運転制御設備導入支援事業

離島は、地理的条件、需要規模等の各種要因より電力供給量に占める再エネの割
合が低く、本土と比較して、実質的なCO2排出係数が高い。一方で、太陽光や風力
等の再エネは変動性電源であり、電力供給量に占める割合を高めるためには、調整
力を強化していく必要がある。このような調整力の強化には、再エネ設備や需要側
設備を群単位で管理・制御することが有効である。

そこで、離島において、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御することで
調整力を強化し、離島全体で電力供給量に占める再エネの割合を高め、CO2削減を
図る取組に対して、計画策定の支援や、再エネ設備、オフサイトから運転制御可能
な需要側設備、蓄電システム、蓄熱槽、充放電設備又は充電設備、車載型蓄電池、
EMS、通信・遠隔制御機器、同期発電設備、自営線、熱導管等の設備等導入支援を
行う。

通信・制御

再エネ設備等 需要側設備等

エネルギーマネジメントシステム（EMS）
（遠隔にて群単位で管理・制御）

通信・制御

群単位で制御

離島全体での調整力の強化による、
再エネ自給率の向上



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（５）平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業（1/2）

事業イメージ

間接補助事業（計画策定：3/4、設備等導入：2/3、1/2）

• 民間企業等による直流給電システムを活用した平時の省CO2と災害時避難施設を両立する建物間での電力融通モデル創出を支

援する。

省CO2と災害時の電力確保が可能となる新手法による建物間電力融通のモデル創出を支援します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

①直流による建物間融通モデル創出事業
直流給電システムは、交流給電システムと比べて一般的に電力変換段数が少なく、
電力変換時のエネルギーロス低減による省CO2化が可能である。また、太陽光発電
設備や蓄電池を給電線に直接接続できるため、災害時等に停電が発生した際にも効
率的に自立運転することができる。

このような直流給電システムを複数の建物間で構築することで、一定エリア内で平
時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できる。

本事業では、民間企業等が、直流給電システムという新たな手法を活用して、複数
の建物間で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難施設を両立する取組に
対して、計画策定や設備等導入支援を行う。

直流給電システムの構築

直
流

交
流

蓄電池やPV

直流給電

拠点中核建築物 隣接建築物

隣接建築物

直
流

CPU

直
流

直流
機器

蓄電池やPV

系
統



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（５）平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業（2/2）

事業イメージ

間接補助事業（計画策定：3/4、設備等導入：2/3、1/2）

• 民間企業等によるTPOモデル（第三者保有モデル）を活用した平時の省CO2と災害時の避難拠点機能を両立するための建物間

での電力融通モデル創出を支援する。

省CO2と災害時の電力確保が可能となる新手法による建物間電力融通のモデル創出を支援します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

②TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業
TPOモデル（第三者保有モデル）は、需要家が初期費用ゼロで設備を導入すること
が可能な手法であり、今後は太陽光発電設備のみならず、蓄電池、需要側省エネ設
備、自営線等も含めて、第三者による包括的な設備導入とエネルギーマネジメント
を行うビジネスモデルが確立されることで、総合的な脱炭素化が加速することが期
待される。

このようなエネルギーシステムを複数の建物間で構築することで、一定エリア内で
平時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できる。

本事業では、民間企業等が、TPOモデルという新たな手法を活用して、複数の建物
間で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難拠点機能を両立する取組に対
して、計画策定や設備等導入支援を行う。

地方自治体と防災協定を締結する取組には重点的な支援を行う。

SUPER
MARKET

自営線

ＥＭＳ

需要場所Ａ 需要場所Ｂ

ＴＰＯによるパッケージ導入＆エネルギーマネジメント



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（６）データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業（総務省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（補助率:  ）

• デジタル化の進行により、ICT活用による通信トラフィック及び電力消費量の激増が予見される中、2050年カーボンニュートラルを達成す

るには、徹底した省エネを行いながら再生可能エネルギーを100％活用するゼロエミッション・データセンターが不可欠となる。

• 再エネ活用による災害時の継続能力向上等のレジリエンス強化や地方分散立地推進も実施しながら、デジタル社会とグリーン社会の同時実

現を図る。

データセンターの再エネ活用等によるゼロエミッション化・レジリエンス強化に向けた取組を支援します。

民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

①地域再エネの活用によりゼロエミッション化を目指すデータセンター構築支援事業
地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に伴う再エネ設
備・蓄エネ設備・省エネ設備等導入への支援を行う。

②既存データセンターの再エネ導入等による省ＣＯ２改修促進事業
既存データセンターの再エネ・蓄エネ設備等導入及び省エネ改修について支援する。

③省CO2型データセンターへのサーバー等移設促進事業
省CO2性能の低いデータセンターにあるサーバー等について、地方に立地する省
CO2性能が高いデータセンターへの集約・移設を支援する。

④地域再エネの効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター導入促進
事業
省エネ性能が高く、地域再エネの効率的活用も期待できるコンテナ・モジュール型
データセンターについて、設備等導入を支援する。 

①②：1/2、太陽光発電設備･省エネ設備は1/3
③④：一律1/3

～～～～～～

…

～～～～～～

…

排
熱

冷
気

排
熱

電力
供給

PUE＊

前 後

＊ Power Usage Effectiveness：データセンターの電力使用効率指標

①新設

②改修

③移設

④コンテナ

・モジュール型



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

既存住宅の断熱リフォーム等加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助事業対象の例

間接補助事業

既存住宅の断熱リフォームによる省エネ・省CO2化を支援するため、

以下の補助を行う。

①既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助

上限：120万円/戸（蓄電システム、熱交換型換気設備等への別途補助）

②既存集合住宅の断熱リフォームに対し1/3補助

上限：15万円/戸（玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸。

熱交換型換気設備等への別途補助（集合個別のみ））

住宅ストックの脱炭素化に資する既存住宅への断熱リフォームを支援します。

【令和５年度補正予算（案） 1,390百万円】

住宅所有者等■補助対象

令和５年度

①既存住宅の断熱性能向上による省エネ・省CO2化により、エネルギー価格高騰から国民生活を守る。

②2030年度の家庭部門からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）への貢献

③2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業（一部経済産業省・国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（メニュー別スライドを参照）

（１）ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（経済産業省連携） 

①新築建築物のZEB普及促進支援事業 ②既存建築物のZEB普及促進支援事業

③非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

ZEBの更なる普及拡大のため、新築／既存の建築物ZEB化に資する設備機器等の導入を支援する。

また、既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果の調査を支援する。

（２）省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業（一部国土交通省連携）

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業

②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業

様々な業務用施設等の改修に際し、高効率な設備の導入支援を行い、熱中症対策等にも資する既存

建築物の省CO2化の促進を図る。また、クーリングシェルターや災害時の活動拠点としても利用可

能な独立型施設へ支援を行い、平時の省CO2化と熱中症対策・レジリエンス性能の向上を目指す。

（３）サステナブル倉庫モデル促進事業（国土交通省連携）

省CO2化・省人化機器等及び再生可能エネルギー設備の同時導入事例を創出・横展開することで

サステナブル倉庫モデルの普及を図り、CO2排出削減と担い手不足への対応を同時に実現する。

• 2050年CN実現、そのための2030年度46%減（2013年度比）の政府目標の早期達成に寄与するため、建築物等に

おけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。

• 建築物等において外部環境変化への適応強化、付加価値向上を進め、快適で健康な社会の実現を目指す。

業務用施設のZEB化・省CO2化の普及加速に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

【令和５年度補正予算（案） 6,171 百万円】

地方公共団体、民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

ZEBの普及拡大

施設の省CO2化と災害・熱中症対策／サステナブル倉庫普及

省CO2独立型
施設のイメージ

クーリングシェルターの
イメージ

サステナブル倉庫
のイメージ

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 ほか 電話：0570-028-341



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

補助対象等

業務用施設のZEB化普及促進に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

延べ面積
補助率等

新築建築物 既存建築物

2,000㎡
未満

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 対象外

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 対象外

2,000㎡～
10,000㎡

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 1/4

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

10,000㎡
以上

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready  1/4
ZEB Oriented 1/4

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3
ZEB Oriented 2/3

①新築建築物のZEB普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

②既存建築物のZEB普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

ZEBの更なる普及拡大のため、新築／既存の建築物ZEB化に資するシステム・設備機器等
の導入を支援する。

◆補助要件：ZEBの基準を満たすと共に、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、
データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること。需要側設備等を通
信・制御する機器を導入すること。新築建築物については再エネ設備を導入すること。ZEB
リーディング・オーナーへの登録を行い、ZEBプランナーが関与する事業であること 等。

◆優先採択：以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等。
◆採択時優遇：レジリエンス性の向上を図った施設や建材一体型太陽電池を導入する場合 等。

③非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業
既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果についての調査を
支援する。

◆補助要件：ZEBプランナーの関与、BEIの算出、データの提供・公開 等。

• 一度建築されるとストックとして長期にわたりCO2排出に影響する建築物分野において、建築物のZEB化の普及拡大

を強力に支援することで2050年のカーボンニュートラル実現に貢献する。

• 建築物分野の脱炭素化を図るためには既存建築物ストックの対策が不可欠であり、2050年ストック平均でZEB基準の

水準の省エネルギー性能※1の確保を目指す。

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、

（１）ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（経済産業省連携事業）

間接補助事業

地方公共団体※2、民間事業者・団体等※3■補助対象

令和５年度

※1 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から、用途に応じて30%
又は40％程度削減されている状態。

※2 ①②について、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。

（①②2/3～1/4（上限3～５億円）③1/2（上限100万円））

※3 ①②について、延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の
        場合2,000㎡以上の建築物については民間事業者・団体等は対象外。



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

事業イメージ

間接補助事業

業務用施設の省CO2化と災害・熱中症対策を同時に実現するため、高効率設備等の導入を支援します。

地方公共団体、民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、

（２）省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業（一部国土交通省連携事業）

• 様々な業務用施設において、熱中症対策にも資する高効率機器等の導入を支援することにより、既存建築物のCO2排

出量を削減する。

• クーリングシェルターや災害時の活動拠点としての活用も可能となる、フェーズフリー性とエネルギー自立性を兼ね

備えた省CO2移動独立型施設（コンテナハウス等）の普及促進を目指す。

高効率
空調

CO2削減

高効率
換気

CO2

高効率
給湯

既存建築物 テナント 空き家

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業のイメージ

②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業のイメージ

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業（一部国土交通省連携事業）

様々な業務用施設等の改修に際し、高効率な設備の導入支援を行い、熱中症対策等にも
資する既存建築物の省CO2化の促進を図る。（補助率：１／３）
1. クーリングシェルターの普及を図るため、既存建築物への高効率空調等の導入を支援

する。（上限：１千万円）

2. 高効率機器への更新による既存民間建築物の省CO2化を支援する。（上限：５千万円）

3. オーナーとテナントがグリーンリース契約等を結び、協働して省CO2化を図る事業を
支援する。（上限：４千万円）

4. 空き家等を業務用施設に改修しつつ省CO2化を図る事業に対し、高効率機器の導入を
支援する。（上限：なし）

◆補助要件： 各事業による指定のCO2排出削減、運用改善に係る取組の実施等。

②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
クーリングシェルターや災害時の活動拠点としても利用可能な独立型施設（コンテナハ
ウス等）に対して、高機能空調、再エネ設備等の導入支援を行い、平時の省CO2化と同
時に地域の熱中症対策とレジリエンス性能の向上を目指す。（補助率：１／２）
※コンテナハウス本体は補助対象外。

クーリングシェルターのイメージ

宿泊施設・集会施設・移動
店舗等として使用

応急仮設住宅や避難場所
として使用

非常時平常時

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室、大臣官房環境保健部環境安全課 電話：0570-028-341



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

事業イメージ

物流施設における省CO2型省人化機器等及び再生可能エネルギー設備の同時導入を支援します。

地方公共団体、民間事業者・団体等

令和５年度

■補助対象

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、

（３）サステナブル倉庫モデル促進事業（国土交通省連携事業）

⚫ 省CO2化・省人化機器等の例

⚫ 補助対象事業のイメージ

保管区画 荷役区画

再生可能エネルギー設備

CO2削減・省人化
CO2

無人ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
ﾃﾞﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ
ﾛﾎﾞｯﾄ

無人搬送車 無人けん引車

2050年のカーボンニュートラルに向けて、社会全体におけるCO2排出削減が求められて

いる中で、ストックとして長期にわたりCO2排出に影響する物流施設においてCO2排出

を削減することは、物流業界全体におけるCO2排出削減に大きく貢献する。

また、ドライバーの時間外労働時間の上限規制による輸送能力の不足等のいわゆる2024

年問題の解決に向けて、サプライチェーンの結節点である物流施設においても、保管作業

の省人化のみならず、荷役作業を含めた物流施設全体の省人化を促進する必要がある。

こうした中で、①省CO2化・省人化機器等の導入によるエネルギー消費削減、②保管作業

や荷役作業の省人化に伴う照明・空調のエネルギー消費削減、③再エネ設備の導入による

エネルギー供給を同時に行う事業について、その高額な初期コストを補助することにより、

サステナブル倉庫モデルを構築・展開し、業界全体におけるCO2排出削減と担い手不足へ

の対応を同時に実現する。

○補助対象：物流施設における省CO2化・省人化機器等及び再生可能エネルギー設備の同

時導入を行う事業

• 補助事業実施による省CO2化・省人化機器等及び再生可能エネルギー設備の同時導入事例を創出・横展開することで

サステナブル倉庫モデルの普及を図り、業界全体におけるCO2排出削減と担い手不足への対応を同時に実現する。

• 自動化機器・システム等及び再生可能エネルギー設備を同時導入することで、CO2排出削減や担い手不足対策だけで

なく、災害時におけるサプライチェーンの維持等、地域課題の解決にも貢献する。

間接補助事業（1/2）（上限１億円）

※導入により省CO2化されるものに限る。

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT事業）

事業イメージ

①、②、③間接補助事業 ④委託事業

①CO2削減計画策定支援（補助率: 3/4、補助上限: 100万円）
中小企業等による工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定を支援
※ CO2 排出量を見える化するDXシステムを用いて運用改善を行うDX型計画は、補助上限200万円

②省CO2型設備更新支援
A.標準事業 CO2排出量を工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム系統で30%以上

削減する設備更新を支援 (補助率:1/3、補助上限:1億円)

B.大規模電化・燃料転換事業 主要なシステム系統でi)ⅱ)iii) の全てを満たす設備更新を支援 
(補助率: 1/3、補助上限:5億円)
ⅰ)電化・燃料転換 ⅱ)4,000t-CO2/年以上削減 ⅲ)CO2排出量を30％以上削減

C.中小企業事業 中小企業等による設備更新に対し、i)ⅱ)のうちいずれか低い額を支援
   (補助上限:0.5億円)
ⅰ)年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700円/t-CO2(円) ⅱ)補助対象経費の1/2(円)

③企業間連携先進モデル支援(補助率:1/3、1/2、補助全体上限５億円)
Scope3削減に取り組む企業が主導し、サプライヤー等の工場・事業場のCO2排出量削減に向
けた設備更新を促進する取組を支援（２カ年以内）

④補助事業の運営支援（委託）
CO2排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。

• 2050年カーボンニュートラルの実現や2030年度削減目標の達成に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を推進し、また、

脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。 ※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ

• さらに、脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、個社単位の取組を超えて、企業間で連携してバリューチェーンの脱炭素化に取り組む先進的なモデルを創出する。

工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援します。

【令和５年度補正予算（案） 4,034百万円】

民間事業者・団体

令和５年度

■補助・委託先

脱炭素経営によるバリューチェーン全体での脱炭素化の潮流に着実に対応するための

※再エネ設備は、他の主要設備とセットで導入する場合に限る。

設備更新補助

CO2削減目標・計画の策定

事業者 支援・補助

計画策定補助

CO2削減計画に基づく設備更新、
電化・燃料転換、運用改善

CO2削減目標の達成
※未達時には外部調達で補填

CO2排出量の管理・取引
システムの提供

【主な補助対象設備】

空調設備 コージェネ EMS給湯器 冷凍冷蔵機器

バリューチェーン全体でCO2 削減を推進

③企業間連携先進モデル支援

① CO2削減計画策定支援 ②省CO2型設備更新支援

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等の導入支援による循環経済への移行を推進します。

プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率１／３，１／２）

①省CO2型プラスチック高度リサイクル設備等導入支援
  プラスチックの回収・リサイクルの迅速化・効率化を進めるため、プラス
チック資源循環の取組全体（メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイク
ラー）を通してリサイクル設備等の導入を支援する。また、プラスチック
使用量削減に資するプラスチックのリユース（トナー容器等）に必要な設
備を支援対象にすることでさらなる脱炭素化を図る。

②金属・再エネ関連製品等の省CO2型資源循環導入支援
  国内資源に限りがあることから、有用金属を含む廃棄物いわゆる都市鉱山
や工程端材及び今後排出が増加する再エネ関連製品（太陽光パネル・リチ
ウム蓄電池等）のリサイクルを促進するため、必要な設備導入を支援する。

➂バイオマスプラ製造設備導入支援
  化石資源由来のプラスチックを代替する再生可能資源由来素材（バイオ   
マスプラスチック等）の製造設備導入を支援する。

④高効率廃熱回収設備等導入支援
リサイクル残渣等のリサイクルが困難な廃プラ等について、焼却する際に
生じる廃熱を高効率で熱回収する、又は石炭等のエネルギー代替として利

用するために必要な設備の導入を支援する。

  

【令和5年度補正予算（案） 3,235百万円】

民間事業者・団体等

令和５年度

環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 電話：03-5501-3153、廃棄物規制課 電話：03-6205-4903

■補助対象

プラスチック資源・金属資源等のリサイクル設備、バイオマスプラスチック等の製造設備及び廃棄物エネルギーの有

効活用のための設備の導入支援により、国内設備での資源確保を通じて地方創生や産業競争力及び経済安全保障の強

化に貢献するとともに、化石由来資源、石炭等の価格高騰に対応しつつ、脱炭素社会と循環経済への移行を推進する。

①PETボトル水平リサイクル設備 ②金属破砕・選別設備

③バイオマスプラスチック製造設備 ①プラスチックリユース設備

④高効率廃熱回収設備



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4.事業イメージ

食品ロス削減、サステナブル・ファッション等の推進及び「デコ活」を契機としたライフスタイル変革推進事業

（１）（２）請負事業、（３）委託事業、間接補助事業（補助率 定額）

食品ロス削減、サステナブル・ファッション等による循環型社会の実現に向けた支援及びデコ活等の推進により、将来にわたる質の高い暮らしを
実現します。

（１）（２）請負事業：民間事業者・団体等

（３）委託事業：民間事業者・団体等、補助事業：地方公共団体、民間事業者・団体等

令和5年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ライフスタイル推進室（デコ活応援隊） 電話：03-5521-8341

■委託先等

（１）食品ロス削減対策の地域実装の支援

・外食時の食べ残しの持ち帰り（mottECO：モッテコ）導入モデル事業

・売れ残り食品廃棄防止対策導入モデル事業

（２）使用済み衣類の利用促進等によるサステナブル・ファッションの推進

・使用済み衣類の利用促進のためのモデル事業の実施

・生活者が手軽に衣類等を回収に出しやすい環境づくりの検討

（３）「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業

・自治体・企業・団体・消費者等と連携を図りながら、国の予算を梃子に民間資金

を動員し、脱炭素にとどまらない資源循環やネイチャーポジティブ等も含めた生

活領域全般における「新しい豊かな暮らし」を支える製品・サービス等を効果

的・効率的に社会実装するためのプロジェクトを支援・実施し、国民・消費者の

ライフスタイル変革を促進する。

（１）食品の消費行動に伴う家計負担の軽減等にも資する食品ロス削減対策の地域実装を支援する。

（２）使用済み衣類の利用促進等のサステナブル・ファッションの推進による循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行の加速化に向けた支援

を行う。

（３）自治体・企業・団体・消費者と連携した国民運動として、「新しい豊かな暮らし」を支える製品・サービスを社会実装するため、

プロジェクトを展開する。

【令和５年度補正予算（案） 570百万円】

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 電話：03-5521-8336 リサイクル推進室 電話：03-6205-4946、03-5501-3153

京都市における衣類回収の様子

【デコ活推進事業】
食品ロスやファッションを含む
生活領域全般において
国民・消費者の行動変容・
ライフスタイル変換を促進



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

商用車の電動化促進事業（経済産業省、国土交通省連携事業）

間接補助事業（補助率：2/3、1/4等）

本事業では、商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化（BEV、PHEV、

FCV等※）のための車両及び充電設備の導入に対して補助を行うことにより、

今後10年間での国内投資を呼び込み、商用車における2030年目標である８ト

ン以下：新車販売の電動車割合20～30％、8トン超：電動車累積5000台先行

導入を実現し、別途実施される乗用車の導入支援等とあわせ、運輸部門全体の

脱炭素化を進める。また、車両の価格低減やイノベ－ションの加速を図ること

により、価格競争力を高める。

具体的には、省エネ法に基づく「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた中

長期計画の作成義務化に伴い、BEVやFCVの野心的な導入目標を作成した事業

者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、車両及び

充電設備の導入費の一部を補助する。

※BEV：電気自動車、PHEV：プラグインハイブリッド車、FCV：燃料電池自動車

• 運輸部門は我が国全体のCO2排出量の約２割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約４割であり、2050年カーボン
ニュートラル及び2030年度温室効果ガス削減目標（2013年度比46％減）の達成に向け、商用車の電動化（BEV、PHEV、FCV
等）は必要不可欠である。

• このため、本事業では商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援すること
により、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現する。

2050年カーボンニュートラルの達成を目指し、トラック・タクシー・バスの電動化を支援します。

【令和５年度補正予算（案） 40,900百万円】

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和５年度

環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室 電話：03-5521-8301

■補助対象

事業イメージ

補助対象
車両の例

【トラック】補助率：標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

EVトラック/バン FCVトラック

※本事業において、上述の車両と
一体的に導入するものに限る

EVタクシー FCVタクシー

【タクシー】補助率：車両本体価格の1/4 等

PHEVタクシー

【充電設備】補助率：1/2 等

EVバス FCVバス

【バス】 補助率：標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

補助対象
車両の例

補助対象
車両の例

補助対象
設備の例

充電設備



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助事業のイメージ

①間接補助事業 ②委託事業

• 建築物分野において、2050年の目指す姿（ストック平均でZEB基準の水準の省エネルギー性能※１の確保）を達成するためには、

CO2削減ポテンシャルが大きい既存建築物への対策が不可欠。

• 外皮の高断熱化と高効率空調機器等の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と、商業施設

や教育施設などを含む建築物からの温室効果ガスの排出削減を共に実現し、更に健康性、快適性など、くらしの質の向上を図る。

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

地方公共団体、民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託先及び補助対象

令和５年度

※１ ZEB基準の水準の省エネ性能：一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から、用途に
応じて30％又は40％程度削減されている状態。

※2 改修前のBPIが1.0以下の建築物は用途に応じ40%又は50％以上

【令和５年度補正予算（案） 11,100百万円】
※４年間で総額33,929百万円の国庫債務負担

省エネルギー基準から、用途に応じて30％又は40％程度以上削減

外皮の高断熱化

断熱窓

高効率空調機器等の導入

照明空調

STEP1

STEP2

断熱材

①業務用建築物の脱炭素改修加速化支援事業
既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補

助を行う。

○主な要件：改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー

消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30％又は40％程度以上※２

削減されること（ホテル・病院・百貨店・飲食店等：30%、事務所・

学校等：40%）、BEMSによるエネルギー管理を行うこと 等

○主な対象設備：断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明 等

（設備によりトップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一

定の基準を満たすものを対象とする。）

○補助額：改修内容に応じて定額又は補助率1/2～1/3相当 等

②業務用建築物の脱炭素改修加速化支援に係るデータ管理・分析等の支援業務
本補助事業により改修した建築物に関するデータの管理・分析等を行う。
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